
居宅介護支援重要事項説明書 
 

＜ 令和 6 年 11 月 8 日現在 ＞ 

 

１．当事業所が提供するサービスについての相談窓口 

    電話  ０８６５－６７－５５６６（午前８時５０分～午後５時５０分） 

    担当                   

 

        ※ご不明な点は、なんでもおたずねください。 

 

２．天神荘指定居宅介護事業所の概要 

 

(1)居宅介護支援事業所の指定番号およびサービス提供地域 

     

事 業 所 名 天神荘指定居宅介護支援事業所 

所  在  地 岡山県笠岡市神島３６２６－７ 

介護保険指定番号 居宅介護支援事業所番号３３７０５０００４７ 

（岡山県指令長寿第１－０８０号） 

通常の事業の実施地域

＊ 

笠岡市（島嶼部を除く） 

※上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。 

 

  (2)同事業所の職員体制 

 資 格 常 勤 非常勤 業務内容 計 

管  理  者 主任介護支援専門員 1 名  管理業務 1 名 

介護支援専門員 ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ ２名  居宅介護計画 ３名 

 

  (3)営業時間及び勤務時間 

平  日 午前８時５０分 ～ 午後５時５０分 

土・祝日 午前８時５０分 ～ 午後５時５０分 

※日曜日及び年末年始（12/31～1/3）を休日とする。但し 24 時間 365 日 電話対応しま

す。尚、繋がりにくい場合は 0865-67-4111（天神荘）におかけください。 

 

３．居宅介護支援の申し込みからサービスの提供までの流れと主な内容（PDCA サイクル） 
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４．利用料金 

(1) 利用料 

要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので自己負担はありません。 

※保険料の滞納等により、保険給付が直接事業者に支払われない場合、１ヶ月につき下記の

料金をいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行いたします。 

 このサービス提供証明書を後日   の窓口に提出し、払戻しについて相談して下さい。 

 

    ＊居宅介護支援費（Ⅰ） 

・要介護１・２  １０，８６０円  ＊初回加算         ３，０００円 

・要介護３～５    １４，１１０円  ＊入院時情報連携加算（Ⅰ） ２，５００円 

＊特定事業所加算（Ⅲ）算定する場合  ＊入院時情報連携加算（Ⅱ） ２，０００円 

・要介護１・２  １４，０９０円  ＊退院・退所加算  ４，５００円 ～ 

・要介護３～５  １７，３４０円                ９，０００円 

＊ターミナルケアマネジメント加算          ４，０００円 

＊特定事業所医療介護連携加算            １，２５０円 

＊緊急時等居宅カンファレンス加算          ２，０００円 

＊通院時情報連携加算                  ５００円 

 

(2) 交通費 

前記２の(1)のサービスを提供する地域にお住まいの方は無料です。 

それ以外の地域の方は、介護支援専門員がおたずねするための交通費の実費（実施地域を越

えて５㎞毎に １００円）が必要です。 

 

(3) その他 

 支払方法 

料金が発生する場合は、請求書を送付いたしますので、到着後一週間以内にお支払い下さい。

お支払いいただきますと、領収書を発行いたします。お支払い方法は銀行振り込み、現金集

金の２通りの中からご契約の際に選べます。 

 

 

５．サービスの利用方法 

(1) サービス利用開始 

まずは、お電話でお申し込みください。当事業所職員がお伺いいたします。 

サービス内容に同意いただければ、サービスの提供を開始します。 

 

(2) サービスの終了 

① 利用者のご都合でサービスを終了する場合 

文書でお申し出下さればいつでも解約できます。 

② 当事業所の都合でサービスを終了する場合 

人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がござ

います。その場合は、終了 1 ヶ月前までに文書で通知するとともに、地域の他の居宅支

援事業所をご紹介いたします。 

③ 自動終了 

以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 

・ 利用者が介護保険施設に入所した場合 

・ 介護保険給付で、サービスを受けていた利用者の要介護認定区分が、非該当（自立）

及び、要支援と認定された場合 

・利用者が死亡した場合 

 



④ その他 

利用者やご家族などが当事業所や当事業所の介護支援専門員（ケアマネジャー）に対して、

本契約を継続し難いほどの背信行為や故意による暴言、精神的暴力、身体的暴力行為等、

並びにセクハラ及びハラスメント行為等を行った場合は、文書で通知することにより、即

座にサービスを終了させて頂く場合がございます。 

 

     【参考】介護現場におけるハラスメント対策等法律相談事業（岡山県） 

 

６．当事業所の居宅介護支援の特徴等 

(1) 運営の方針 

① 要介護状態となった場合においても可能な限り居宅において、その有する能力に応じて

自立した日常生活を営むことが出来るように配慮して行うものとする。 

 

② 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき適切な 

保健医療サービス及び福祉サービスが施設等の多様なサービスを多様な事業者の連携に

より、総合的かつ効果的に提供するように配慮し、努めるものとする。 

 

③ 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち、利用者に提供されるサービ

スが特定の種類、特定の事業者に不当に偏することのないよう公正、中立に行うものと

する。 

 

(2)  居宅介護支援の実施概要等 

① 利用者が居宅での介護サービスやその他の保健医療サービス、福祉サービスを適切に 

利用することができるよう、次のサービスを実施します。 

 

○ 利用者の心身の状況やご家族等の希望をお伺いして｢居宅サービス計画（ケアプラ

ン）｣を作成します。 

 

○ ケアプランに位置付ける居宅サービス事業所等については、複数の事業所を紹介し

ます。また利用者は複数の居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができ

ます。居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求

めることができます。利用者とご家族等の意向を尊重します。 

 

○ 利用者の居宅サービス計画に基づくサービスなどの提供が確保されるよう、利用者

及びその家族等、指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行ない、居宅サービス

計画の実施状況を把握します。 

 

○ 利用者が医療系サービスの利用を希望している場合は、利用者の同意を得て主治医

等の意見を求めます。また主治医等に対してケアプランを交付します。 

※ 入院時には担当ケアマネジャーの氏名等を入院先医療機関に提供していただく

ようにお願いします。又、介護認定の変更申請を希望される場合は必ず担当ケ

アマネジャーにご相談下さい。 

 

○ 必要に応じて、事業者と利用者双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更しま

す。 

 

○ サービス事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、ケアマネ

ジャー自身が把握した利用者の状態等について、必要に応じてケアマネジャーから

主治医や歯科医師、薬剤師に必要な情報伝達を行い連携を図ります。 



 

②  ケアマネジメントの質の向上と公正中立性の確保  

 

〇「ケアマネが偏ったサービスの提案をすることがないように」以下について利用申 

込者又は家族に説明を行うことを新たに求められることになりました。  

 

◇ 前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所 

介護、福祉用具貸与の各サービスの割合 （R 年/1～R 年 /末日） 

 

訪問介護           ％ 

通所介護           ％ 

地域密着型通所介護      ％ 

福祉用具貸与         ％ 

 

 

◇ 前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所 

介護、福祉用具貸与の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの   割

合 （R 年/1～R 年 /末日） 

 

 

訪問介護 

 

 

 

 

 

％ 

 

 

 

 

％ 

 

 

 

 

％ 

 

 

通所介護 

 

 

 

 

 

％ 

 

 

 

 

％ 

 

 

 

 

％ 

 

地域密着

型通所介

護 

 

 

 

 

％ 

 

 

 

 

 

％ 

 

 

 

 

 

％ 

 

福祉用具

貸与 

 

 

 

 

 

％ 

 

 

 

 

 

％ 

 

 

 

 

 

％ 

 

 

※ 対象期間に同一法人の事業所の利用割合が８０％を超過した場合に、全員の居宅

介護支援費を減算する。 

 

 

(3) 守秘義務 

    事業所は、サービスを提供するにあたって知り得た利用者又はご家族等に関する事項を、

正当な理由なく、第三者に漏洩しません。職員が退職した後も同様とします。 

   ただし、サービス担当者会議等において利用者の個人情報を用いること、及び利用者の

医療上の必要性がある場合には、あらかじめ同意を得た上で医療機関等に利用者の心身

等の情報収集及び提供をします。 

   また、利用者とのサービスの終了に伴う援助を行う際には、あらかじめ文書にて、利用

者の同意を得ます。 

 

個人情報利用目的 

①利用者及びその家族等（法定後見人を含む）の個人情報であって、サービス提供に必

要な利用目的 

 



介護サービスの場合 

○介護関係事業者の内部での利用に係る事例 

・当該事業者が介護サービスの事業者等に提供する介護サービス 

・介護保険事務 

・介護サービス事業所の管理運営業務 

 ｢会計・経理｣ 

｢事故などの報告｣ 

｢当該利用者の介護サービスの向上｣ 

・費用の請求及び収受に関する業務 

 

 

○他の事業者への情報提供を伴う事例 

・当該事業者が利用者等に提供するサービス 

｢当該利用者に居宅サービスを提供する他のサービス事業者や居宅介護支援事業

者等との連携（サービス担当者会議等）、紹介への回答｣ 

｢その他の業務委託｣ 

｢家族等への心身の状況説明｣ 

 

・介護保険事務 

｢保険事務の委託｣ 

｢審査支払期間へのレセプトの提出｣ 

｢審査支払期間又は保険者からの紹介への回答｣ 

・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

 

 

②上記以外の利用目的 

介護保険サービスの場合 

○介護関係事業者の内部での利用に係る事例 

・介護関係事業者の管理運営業務 

｢介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料｣ 

｢介護保険サービス事業所において行われる学生の実習への協力｣ 

 

 

(4) 事故発生時の対応 

利用者に対する指定居宅介護支援の提供により、事故が発生した場合は、速やかに市町村、

利用者のご家族に連絡を行い、必要な措置を講じるとともに、事故の発生原因を解明し、

再発生を防ぐ為の対策を講じます。 

また、利用者の方に対する指定居宅支援の提供により、賠償すべき事故が発生した場合に

は損害賠償に速やかに応じるものとします。ただし、自らの責めに帰すべき事由によらな

い場合には、この限りではありません。 

 

 

７．虐待防止に向けた対応 

虐待（暴力、身体拘束、性的虐待、脅し、暴言、嫌がらせ、世話の放棄・放任、勝手に財

産や預金を使う等）又は虐待が疑われる事案が発生した場合には、速やかに市町村等関係

者に報告を行い、事実確認のために協力する。また、当該事案の発生の原因と再発防止策

について、速やかに虐待防止委員会担当者にて協議し、その内容について、職員に周知す

るとともに、市町村等関係者に報告を行い、再発防止に努めます。 

 



 

８．サービス内容に関する苦情 

  （１）利用者は、提供した居宅介護支援に苦情がある場合又は、事業者が作成した居宅サービス

計画に基づいて提供された居宅サービスに苦情がある場合には、事業者、保険者又は国民

健康保険団体連合会に対して、いつでも苦情を申し立てる事ができます。 

  （２）事業者は、苦情対応の窓口責任者及びその連絡先を明らかにするとともに、苦情の申し 

     立て又は相談があった場合には、迅速かつ誠実に必要な対応を行います。 

  （３）事業者は、利用者が苦情申し立て等を行った事を理由として何らかの不利益な取り扱い 

     をすることはありません。 

 

① 当事業所利用者相談・苦情担当 

担当 天神荘指定居宅介護支援事業所 管理者 電話 ０８６５－６７－５５６６ 

受付時間  毎週月曜日～金曜日  ８：５０～１７：５０ 

 

② その他 

   当事業所以外に、区市町村の相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます。 

 

 

 

機 関 名 所在地・電話番号 受 付 時 間 

笠岡市長寿支援課 岡山県笠岡市中央町１－１ 

０８６５－６９－２１３９ 
８：３０～１７：１５ 

里庄町健康福祉課 

      

岡山県里庄町大字里見１１０７ 

０８６５－６４－７２１１ 
８：３０～１７：１５ 

福山市保健福祉部 

     介護保険課 

広島県福山市東桜町３－５ 

０８４－９２１－２１１１ 
８：３０～１７：１５ 

岡山県国民健康保険 

     団体連合会 

岡山県岡山市北区桑田町１７―5 

０８６－２２３－８８１１ 

（介護１１０番） 

８：３０～１７：３０ 

広島県国民健康保険 

     団体連合会 

広島県中区東白島町１９番町４９号 

国保会館 

０８２－５５４－０７７０ 

８：３０～１７：１５ 

 

 

９．第三者評価の実施状況 

   

第三者による評価の実

施状況 

あり 

実施日   

評価機関名称   

結果の開示    あり   なし 

   なし 

 

 

 

 



以上の重要事項の説明と契約書の説明を受けて、内容に同意を致します。また、甲お

よび乙の個人情報を重要事項説明書６－３により関係機関に対し丙が情報収集及び提供

する事にも同意致します。 

契約の証として本契約書を２通作成し、利用者、事業者は記名押印の上、各自その１

通を保有します。 

   

  令和  年  月  日 

              

（甲）   利用者 

 

住所                      

氏名                   印  

電話                      

 代筆者（続柄） 

住所                      

氏名              （   ）印   

電話                      

（乙）  家族（続柄） 

 

住所                 住所                     

氏名         （   ）印  氏名           （   ）印         

電話                 電話                   

 

（丙）  事業者 

所在地 岡山県笠岡市神島３６２８番地１６     

名称   社会福祉法人 天 神 会        

       理事長  伊藤 俊介     印   

電話    （０８６５）６７－４１２２       

 

            説明者 

                 住所 岡山県笠岡市神島３６２６番地の７        

                 所属  天神荘指定居宅介護支援事業所       

                 氏名                   印   

                 電話   （０８６５）６７－５５６６       


